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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
皇
室
の
私
的
行
為
に
関
わ
る
文
書
の
公
開
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
皇
室
の
私
的
行
為
に
関
わ
る
文
書
」
及
び
「
公
開
基
準
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
「
昭
和
天
皇
実
録
」
の
依
拠
資
料
を
含
め
、
宮
内
庁
が
保
有
す
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一

年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
、
宮
内
庁
長
官
が
保
存
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定

歴
史
公
文
書
等
及
び
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
（
図
書
寮
文
庫
）
等
に
お
い
て
特
別
の
管
理
が
さ
れ
て
い
る
同
条
第
四
項
第
三

号
に
規
定
す
る
文
書
の
管
理
、
開
示
等
に
つ
い
て
は
、
同
法
、
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
宮
内
庁

行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
内
庁
訓
令
第
五
号
）
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
等
の
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
れ

ら
の
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
、
現
時
点
で
御
指
摘
の
「
検
討
会
な
ど
を
設
置
」
す
る

予
定
は
な
い
。


